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新型ｺﾛﾅ感染において、休業、無給、減給などによる生活資金の不足、納税などでお困りの方へ、

次の様々な制度を神奈川県・松田町でご用意しておりますのでぜひご活用ください。 

制度についての詳細は、各問い合わせ先までお電話ください。 

対 象 者 制度の名称等 制 度 の 概 要 問い合わせ先 

誰でも 相談窓口 新型ｺﾛﾅの感染が心配な時や、症状があ
る場合にご相談ください。 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症専用ﾀﾞｲﾔﾙ     
(県)☎0570-056774 

陽性患者の方 陽性患者の安否確
認ｻﾎﾟｰﾄ 

新型ｺﾛﾅの陽性患者が希望した場合、日
中の安否確認を町も行う 

新型ｺﾛﾅ感染者ｻﾎﾟｰﾄ窓口 
(町)☎84-5544 

検査を行い感
染の確認をし
たい方 

PCR検査の補助 診断料を含む検査費用の 1/3、 
上限額 1万円を助成 

子育て健康課 
  ☎84-5544 

 抗体検査の補助 診断料を含む検査費用の 1/2、 
上限額 6千円を助成 

ひとり親世帯
の方 

ひとり親家庭等支
援金助成事業 

令和 2 年度児童扶養手当受給者に対
し、3万円を支給 
(第 2子以降一人につき 1万円加算) 

妊娠されてい
る方 

妊婦さん応援給付
金 

3/31 までの間に妊娠が確認された方
に対し、1名につき 2万円の給付 

国保被保険者
で感染等によ
り無給や減給
の方 

国民健康保険の傷
病手当の支給 

新型ｺﾛﾅに感染または感染の疑いで無
給や減給になった場合に受けとれる場
合あり 

町民課 
☎83-1225 

 

国保加入の世
帯主の収入が
減少した方 

国民健康保険税の
減免 

新型ｺﾛﾅの影響により、収入が前年より
一定程度減少した世帯は、国民健康保
険税が減免される場合あり 

国民年金保険
料の支払いが
厳しい方 

国民年金保険料の
免除・納付の猶予 

失業、事業の廃止(廃業)または休止の
届出を行っている方など一時的に国民
年金保険料を納付することが困難な場
合、一定の要件に該当する方が適用さ
れる場合あり 

町民課 
☎83-1225 

水道料金等の
支払いが厳し
い方 

上下水道料金の支
払い猶予や分割納
付 

上下水道料金の支払いが困難になった
方を対象に支払いを猶予や分割納付の
相談に対応 

環境上下水道課 
☎83-1227 

納税が現状厳
しい方 

県税・町税等の納
税の猶予 

(町)収入の減少など町税等を納付でき
ない事情のある方については納税
を猶予する制度あり 

(国・県)収入の減少など国税・県税を
納付できない事情のある方につい
ては納税を猶予する制度あり 

町税:税務課  ☎83-1224 
国保税：町民課☎83-1225 
国税:小田原税務署 

  ☎35-4511 
県税:小田原県税事務所 

☎32-8000 
休業期間中の
賃金が未払い
の方 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染
症対応休業支援
金・給付金 

休業した中小企業の労働者のうち、休
業手当の支払いを受けることができな
かった方に対し休業支援金を支給 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応休業
支援金・給付金ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 

☎0120-221-276 
休業・失業等
で生活資金に
不安な方 

緊急小口資金 
一時的な資金が必
要な方(休業され
た方等向け) 

据置期間:貸付日から1年以内 
(令和4年3月末以前に償還時期が到
来する予定の貸付は、令和4年3月末
まで延長) 
返済期間:2年以内 

松田町社会福祉協議会 
☎82-0294 

個人向け緊急小口資金・総合
支援資金相談ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 

☎0120-46-1999 
総合支援資金(生
活支援費) 
生活の立て直しが
必要な方(失業さ
れた方等向け) 

据置期間:貸付日から1年以内 
(令和4年3月末以前に償還時期が到
来する予定の貸付は、令和4年3月末
まで延長) 
返済期間:10年以内 

（裏面へ続く） 



対 象 者 制度の名称等 制 度 の 概 要 問い合わせ先 

業務や通勤な
どで発症した
方 

労災保険の休業補
償 

業務または通勤などで新型ｺﾛﾅを発症
したと認められる場合に対象 

小田原労働基準監督署 
       ☎22-7151 

家賃が払えな
い方 

住居確保給付金の
支給 

収入減少で住居を失うおそれのある方
に対し、家賃相当額(上限あり)を支給 

神奈川県社会福祉協議会        
☎35-0810 

事業活動に影響を受けている事業者の方 

対 象 者 制度の名称等 制 度 の 概 要 問い合わせ先 

家賃の支払い
が厳しい方 

家賃支援給付金 5 月から12 月の売上が、1カ月で50％以
上減少した方、または連続する3カ月で
30％以上減少した方に給付金を支給 

家賃支援給付金ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 
☎0120-653-930 

松田町中小企業・
小規模事業者等家
賃補助金 

5 月から12 月の売上が、1カ月で20％
以上50％未満の範囲で減少した町内事
業者に補助金を交付 
最大10万円 

観光経済課 
 ☎83-1228 

資金繰りのた
め融資を受け
たい方 

神奈川県中小企業
制度融資 

民間金融機関を通じた資金繰り支援と
しての、「神奈川県新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症
対応資金」(当初3年間実質無利子) 

最寄りの民間金融機関または
神奈川県信用保証協会 

☎045-681-7178 他 
松田町経営安定緊
急融資 

新型ｺﾛﾅの影響により経営状況が悪化
している町内事業者へ貸付(信用保証
料全額補助、3年間利子補給) 

観光経済課 
 ☎83-1228 

日本政策金融公庫
の融資 

「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症特別貸付」 
(当初 3年間実質無利子) 

日本政策金融公庫各支店 
(日本政策金融公庫 H.P.参照) 

商工中金の危機対
応融資 

「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症特別貸付」 
(当初 3年間実質無利子) 

商工中金各支店 
(商工中金 H.P.参照)  

個人向け緊急小口
資金等の特例 

新型ｺﾛﾅの影響による休業等を理由に、
一時的に生活資金が必要な個人事業主
やﾌﾘｰﾗﾝｽの方へ貸付 

松田町社会福祉協議会 
   ☎82-0294 

個人向け緊急小口資金・総合
支援資金相談ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 

 ☎0120-46-1999 
ﾃﾚﾜｰｸを導入
したい方 

ﾃﾚﾜｰｸ導入促進事
業費補助金 

ﾃﾚﾜｰｸ導入に係る経費(ﾊﾟｿｺﾝ等端末・ 
ｿﾌﾄｳｪｱの購入費、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞや就業規則
の整備に係る費用など)を補助 

県ﾃﾚﾜｰｸ導入促進事業費補助
金事務局 

 ☎03-6630-5301 
子の世話で自
分が休業して
いる方 

小学校休業等対応
支援金 

臨時休業などをした小学校等に通う子
どもなどの世話が必要となり休業をし
た個人事業主又はﾌﾘｰﾗﾝｽに対し支給 

学校等休業助成金・支援金等
相談ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 

 ☎0120-60-3999 
経営や資金繰
り等の悩みが
ある方 

経営相談 経営や資金繰りでお困りの方に、ｱﾄﾞﾊﾞ
ｲｽや支援策をご案内 

足柄上商工会 ☎83-3211 
(公財)神奈川産業振興ｾﾝﾀｰ  

☎045-633-5201 
雇用や賃金等
について相談
したい方 

労働相談 解雇や退職、賃金、労働時間など、働
く方や事業主からのご相談を受付 

神奈川労働局総合労働相談 
ｺｰﾅｰ   ☎045-211-7358 
かながわ労働ｾﾝﾀｰ 

☎045-662-6110 他 
 

● 新型ｺﾛﾅの影響により、就労が必要となった方で保育所等に預けたいと考えている方 

子育て健康課までご相談ください ☎84-5544 

● 令和 3 年 4 月以降の任用を希望される方を対象として、会計年度任用職員の登録を受

け付けています。採用は、登録者の中から面接などにより選考して行います。 

新型ｺﾛﾅの影響により世帯主の給与所得等が減少し、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑでの勤務をお考えの方等、

お気軽にお問い合わせください。                                    

総務課までご相談ください ☎83-1221 


